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ＦＴＡ・ＥＰＡの推進
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●発効済（１２ヶ国１地域）： シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、

ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー

●交渉中（５ヶ国３地域）： 日中韓、RCEP、豪州、ＧＣＣ（湾岸協力会議）、韓国、モンゴル、カナダ、コロンビア

●研究・議論中（１ヶ国１地域）：ＥＵ（スコーピング作業終了）、トルコ（共同研究開始に合意）

韓国
交渉中断中

ＥＵ
スコーピング作業

終了

トルコ
共同研究開始に合意

モンゴル
交渉中

スイス
発効済(０９年９月）

ＲＣＥＰ
交渉開始

インド
発効済(１１年８月）

豪州
交渉中

ＴＰＰ
交渉参加に向けて
関係国と協議中

チリ
発効済(０７年９月）

ＮＺ

日中韓
交渉開始

米国

メキシコ
発効済(０５年４月）
改正（１２年４月）

ペルー
発効済(１２年３月）

ＧＣＣ諸国
交渉中

ＧＣＣ（湾岸協力会議）：
サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦、
バーレーン、カタール、
オマーン ブルネイ

発効済(０８年７月）

フィリピン
発効済(０８年１２月）

ベトナム
発効済(０９年１０月１日）ア

セ
ア
ン
（Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）

発
効
済
（０
８
年
１
２
月
１
日
）

マレーシア
発効済(０６年７月）

タイ
発効済（０７年１１月）

インドネシア
発効済（０８年７月）

シンガポール
発効済(０２年１１月）

改正（０７年９月）

我が国のＥＰＡ取組状況

カナダ
交渉中

コロンビア
交渉開始に合意
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我が国を取り巻く国際的・地域的環境を踏まえ、我が国として主要な貿易相手国・地域と
の包括的経済連携強化のために以下のような具体的取組を行う。特に、政治的・経済的
に重要で、我が国に特に大きな利益をもたらすＥＰＡや広域経済連携については、センシ
ティブ品目について配慮を行いつつ、すべての品目を自由化交渉対象とし、交渉を通じて、
高いレベルの経済連携を目指す。

（１）アジア太平洋地域における取組

アジア太平洋地域においては、現在交渉中のＥＰＡ交渉（ペルー及び豪州）の妥結や、現
在交渉が中断している日韓ＥＰＡ交渉の再開に向けた取組を加速化する。同時に、日中韓
ＦＴＡ、東アジア自由貿易圏構想(ＥＡＦＴＡ)、東アジア包括的経済連携構想(ＣＥＰＥＡ)といっ

た研究段階の広域経済連携や、現在共同研究実施中のモンゴルとのＥＰＡの交渉開始を
可及的速やかに実現する。

さらに、アジア太平洋地域においていまだＥＰＡ交渉に入っていない主要国・地域との二
国間ＥＰＡを、国内の環境整備を図りながら、積極的に推進する。ＦＴＡＡＰに向けた道筋の
中で唯一交渉が開始している環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、その情
報収集を進めながら対応していく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるとともに、
関係国との協議を開始する。
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ＥＰＡ交渉の基本方針
「包括的経済連携に関する基本方針」（２０１０年１１月９日閣議決定：関連部分抜粋）



ＡＳＥＡＮを核としたＦＴＡ

豪・ＮＺ
発効済

インド
発効済

中国
発効済

韓国
発効済

日本
発効済

ASEAN+3、+6、TPP等を発展

APECはFTAAPの育ての親

※APECの非拘束性及び自主的な性質に考慮

１．包括的な自由貿易協定として追求

アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）への道筋
我が国としては、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に至る道筋として、日中韓ＦＴＡ、東アジア地域包括的経済連携（RCEP、
いわゆる+6）等を推進し、切れ目ない貿易・投資環境を形成することを目指している。

ﾊﾟﾌﾟｱ･
ﾆｭｰｷﾞﾆｱ

米国
カナダ
メキシコ

ロシア

中国香港
チャイニーズ・タイペイ

ペルー
チリ

ＡＰＥＣ（ＦＴＡＡＰ）

ＡＳＥＡＮ１０か国のうち、ミャンマー、カンボジア、ラオ
スはＡＰＥＣに加盟していない

ＴＰＰ

Viet 
Nam

シンガポー
ル

ブルネ
イ
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ジーラン
ド
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リ

米国
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ペルー

豪州

ベトナ
ムマレーシ

ア

RCEP* *RCEP=Regional 

Comprehensive

Economic PartnershipASEAN＋
3(EAFTA)

(ASEAN・日・中・韓)

ASEAN＋6(CEPEA)
(ASEAN・日・中・韓・印・豪・
NZ)

日中韓
広域的な経済統合に向けた動き
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http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=chile-j.htm
http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=brunei-j.htm
http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=nzland-j.htm
http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=singa-j.htm
http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=usa-j.htm


ＴＰＰ

2011年11月11日 野田総理記者会見
ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議に入る 。

2011年11月12日 ＴＰＰ首脳会合
交渉参加国首脳は「ＴＰＰの大まかな輪郭を達成し
た」と発表。

2012年9月9日 ＴＰＰ首脳声明
「包括的で次世代型の地域協定をつくるという
我々の約束を再確認した」と発表。

2012年11月20日 日米首脳会談
両首脳は、TPPをはじめとする日米の経済関係に
ついて、日米間の貿易・投資関係の強化及びアジ
ア太平洋地域の経済統合の推進に取り組んでいく
ことを確認した。野田総理より、TPPに関し、課題を
乗り越えるべく日米間で協議を加速していきたい旨
述べ、オバマ大統領より基本的に理解を得た。

「年内に可能な限り多くの章をまとめる決意」（ 環太

平洋パートナーシップ貿易閣僚による首脳への報告
書（2012年9月） ）

東アジア地域包括的経済連携
（ＲＣＥＰ）

日中韓ＦＴＡ

2012年5月13日 日中韓サミット

2012年11月20日ＡＳＥＡＮ関連首脳会議

日中韓ＦＴＡの年内の交渉開始につき合意。

2012年8月30日
ASEAN＋ＦＴＡパートナーズ経済大臣会合

交渉立ち上げを首脳に提言するため、交渉の
原則及び目的にかかる文書（「ＲＣＥＰ交渉の基
本指針及び目的」）に合意。

2012年11月20日 日中韓経済貿易大臣会合
日中韓ＦＴＡの交渉開始を宣言。 2013年の早期

に第１回交渉会合の開催を決定。

「ＲＣＥＰ交渉の基本指針及び目的」を16か国の
首脳間で承認し、ＲＣＥＰ交渉立ち上げを宣言。
2013年の早期に交渉を開始し、2015年末までの
交渉完了を目指す。

日ＥＵ・ＥＰＡ

まずは交渉の大枠を定める「スコーピング」の

作業を早期に実施することで合意。

2013年早期 日ＥＵ定期首脳協議（調整中）

野田総理大臣所信表明演説(10月29日)

「日ＥＵの早期交渉開始を目指します。」

日ＥＵ首脳会談(11月5日)

「次回定期首脳協議については，来年のできるだけ
早い時期に開催する方向で意見が一致。」

2011年5月28日 日ＥＵ定期首脳協議

2012年7月18日 欧州委員会閣議
加盟国に対して、日ＥＵ・ＥＰＡの交渉開

始を求めることを決定。

2012年5月31日 ＥＵ外務理事会
スコーピング作業終了を報告。

2012年11月29日 ＥＵ外務理事会
欧州委員会に対して、日ＥＵ・ＥＰＡの交

渉開始を承認。

大市場国・地域等とのＥＰＡ
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東アジア地域包括的経済連携
（ＲＣＥＰ、いわゆるＡＳＥＡＮ＋６）



ＡＳＥＡＮとのＦＴＡ・ＥＰＡの取組

豪・ＮＺ発効済

インド発効済

中国発効済 韓国発効済

日本発効済

広域的な経済統合に向けた動き

○中ＡＳＥＡＮ、韓ＡＳＥＡＮ、日ＡＳＥＡＮ、印ＡＳＥＡＮ、豪・ＮＺ ＡＳＥＡＮのASEAN＋１FTAが発効。

○ＡＳＥＡＮ及びそのＦＴＡ・ＥＰＡ取組相手国（日中韓印豪NZ）との間で、地域的な生産ネットワークの更な
る発展を目指す動きが加速。

→ 東アジア地域包括的経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership)の枠組みへ

ＡＳＥＡＮ＋３（ＥＡＦＴＡ）
（ＡＳＥＡＮ・日・中・韓）

ＡＳＥＡＮ＋６（ＣＥＰＥＡ）

（ＡＳＥＡＮ＋日中韓印豪NZ）

ﾊﾟﾌﾟｱ･
ﾆｭｰｷﾞﾆｱ

セ ピ ア

日中韓

米国
カナダ

メキシコ

ロシア

中国香港
チャイニーズ・タイペイ

ペルー
チリ

ＡＰＥＣ（ＦＴＡＡＰ）

ＡＳＥＡＮ１０か国のうち、ミャンマー、カンボジア、ラオ

スはＡＰＥＣに加盟していない

ＴＰＰ

Viet Nam

シンガポール

ブルネイ

ニュージー
ランド

チリ

米国

TPP
ペルー

豪州

ベトナム

マレーシア

ＲＣＥＰ
（注）

（注）ASEAN＋３，＋６を踏まえた概念として、今年のASEAN首脳会合で提案されたもの。

東アジアにおけるＦＴＡ／ＥＰＡの動き
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http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=chile-j.htm
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http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=singa-j.htm
http://www.ap-infra.org/cgi-local/inter/country_top.pl?fnm=usa-j.htm


東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）

8 ＡＳＥＡＮ＋３（ＥＡＦＴＡ）
（ＡＳＥＡＮ・日・中・韓）

ＡＳＥＡＮ＋６（ＣＥＰＥＡ）
（ＡＳＥＡＮ＋日中韓印豪NZ）

2006～
日本が提唱

2004～
中国が提唱

東アジア首脳会合
（2011年11月）

ASEANから、CEPEA、
EAFTAを踏まえた東アジ

ア地域包括的経済連携
(Regional Comprehensive 
Economic Partnership)を

提案。これを踏まえ、貿
易投資に関する作業部
会を設置することで合意。

経済大臣会合
（2012年8月）

RCEPの「交渉の基
本指針及び目的」
をとりまとめ、11月
の首脳会議におけ
る交渉立ち上げを
目指すことで合意。

東アジア首脳会合
（2012年11月）

「ＲＣＥＰ交渉の基本
指針及び目的」を１６
か国の首脳間で承
認し、RCEPの交渉
立ち上げを宣言。

○2006年、日本がASEAN+6 （日中韓印豪ＮＺ）を提唱し、中国が提唱したASEAN+3 （日中韓）と並行して、政
府間で検討が進められてきた。

○2011年8月には日中共同で、両者を同時に検討する貿易・投資自由化の作業部会の設置を提案。
○2011年11月の東アジアサミットでは、ASEANがこれに呼応した新たな枠組み（RCEP構想）を提案。これを踏
まえ、16カ国の間で貿易・投資自由化の作業部会の設置に合意。

○2012年8月のASEAN関連経済大臣会合において、貿易・投資の自由化に関する検討の進捗を確認し、
RCEPの交渉の目的や原則を示した「交渉の基本指針及び目的」をとりまとめた。

○同年11月の首脳会議において、交渉立ち上げを宣言。2013年早期に交渉を開始し、2015年までの交渉妥
結を目指す。

これまでの経緯
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ＲＣＥＰ推進に向けた今後の東アジア戦略とＦＴＡ・ＥＰＡの活用

ＦＴＡ・ＥＰＡの更なる展開

（１） ＦＴＡの広域化
－ 東アジアにおける最適なサプライチェーンの構築
－ ルールの統一化による手続負担の軽減
（２） 中、印市場へのアクセスの改善
（３） 国内工場の立地競争力の強化／立地条件の改善

目指すべき目標

（１）東アジアの生産ネットワークの広域化、緻密化
（２）成長を続ける中印市場の獲得
（３）日本の競争力の強化



プレス部品

エミッション

バンパー
シャフト

シリンダー・ヘッド

シリンダー・ブロック

エンジン燃料システム

エンジン電子部品

サスペンション部品

ステアリング

エンジンバルブ

フレーム・パネル

東アジアにおけるサプライチェーンの実態ー自動車の例

スプリング

日本

インドネシア

タイ

ベトナム

タイ

タイ

フィリピン

フィリピン

インドネシア

インドネシア
インドネシア

フィリピン

フィリピン

マレーシア
マレーシア
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エンジン部品

タイ

計器板

鋼板

内装部品 タイ

電子部品

マレーシア

トランスミッション

（出所）ジェトロ・アジア経済研究所、「東アジアの貿易構造と国際価値連鎖：モノの貿易から価値の貿易へ」より、ＭＥＴＩ作成



○生産の分業が進むと１カ国では原産性を認められることが困難。
広域FTAができることで、複数の締約国内で原産性を満たせばよくなり（「累積」）、より多
様な生産ネットワークに対してFTAを活用することが可能となり、最適な生産配分・立地戦
略の実現が可能。
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ＦＴＡの広域化：東アジアにおける最適なサプライチェーンの構築

（例）日本で生産したパネルの付加価値が高いた
め、タイで生産したプラズマTVはタイ原産にならな
い。広域FTAができれば累積を用いて、タイからイ
ンドへ輸出できる。

ケース1 ケース2

付加価値 50％
(日本原産）

付加価値 20％

35％以上の付加

価値がついていな
ければ原産性が
認められない

（例）現行、日本で製造した鋼板を、インドネシア
で加工しても、関税分類番号変更が起きない場
合は、インドネシア原産として認められない。広域
FTAができれば累積を用いて、インドネシアからイ
ンドへ輸出できる。

鉄鉱石から鋼板へ
(日本原産）

鋼板に加工を施す

広域ＦＴＡであれ
ば累積（20％＋

30%）が認められ

るため、ＦＴＡの活
用が可能。



○アジアとの各EPAは整備されたが、各EPAにおけるルール（原産地規則等）が異なるため、管理が
繁雑。東アジア広域FTAができると、例えば、タイ向け産品とインド向け産品を別々に管理する必
要が無く、手続きコストが低減する（→中小企業でも使いやすいＦＴＡに）。

○また、認定輸出者自己証明制度の導入など手続きが一層簡素化されることより、原産地証明に必
要な事務処理やリードタイム等の面で改善が期待される。

○物流と商流が異なる場合など、実態に合わないルールなどが存在。広域FTAにおいてより使いや
すい統一的なルールの構築を目指す。
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ＦＴＡの広域化：ルールの統一化、簡素化による手続負担の軽減

アジアとの各EPAは整備されたが、
各EPAにおける原産地規則が異な
るため、管理が繁雑。

東アジア広域FTAができると、
原産地規則が1本化され、管理
コストが下がる。

広域FTA完成後

（具体的事例）
それぞれルールの異なる原産地証
明取得のシステム開発のために数
千万の投資が必要となった（Ｂ社）

統一ルー
ルで対応
が可能

現在

規則A 規則B 規則C

規則C



○中国、インドはアジアで最も注目される市場。他方、関税の高さ、通関手続きの煩雑さ、その他の
輸入規制が阻害要因になっているという声が大きい。

○中国との間では現状EPAがなく、早期に締結の必要がある。またインドとの間で締結している日印
EPAも、原産地規則が厳しく活用が限定されるという指摘がある。

12.0

12.0

13.5

15.7

17.8

22.8

23.4

26.1

26.4

27.5

27.6

28.8

31.1

68.9

0 10 20 30 40 50 60 70 

ブラジル

ロシア・CIS 

マレーシア

シンガポール

香港

西欧

ベトナム

韓国

台湾

タイ

インドネシア

インド

米国

中国

(%)

(n=1,661)

輸出拡大、開始を目指すターゲットとなる国・地域 輸出阻害要因があるとして挙げられた国及び要因
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中国、インド市場へのアクセスの改善

出典：平成23年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査（ジェトロ）



タイ 「最低資本1億バーツ未満、1店舗当たり最低資本2000万バーツ未

満の小売業」、「飲食物販売」が外国人事業法で定める外資規制
業種の対象となっている。但し、同法では外資出資比率50％未満
の企業はタイ企業と定義されるため、50％未満までの出資は可能。
規制規模以上の資本金による小売業では50％以上の出資も可能。

インドネシア 営業床面積400㎡以上のミニマーケット、同1200㎡以上のスーパー
マーケット、同2000㎡以上のデパートには外資出資が可能。コンビ

ニエンスストアへの外資出資は禁止。この他、出店地域などで各
種の規制がある。

マレーシア コンビニエンスストアや3000㎡未満の店舗については外資出資が

禁止。この他、ハイパー、デパート、スーパーストアでは店頭陳列
スペースの最低30％はブミプトラ資本の中小企業の商品・製品を
取り扱うことが義務付け。

ベトナム 09年1月からは小売・流通業で外資100％の出資が可能となった。
但し、2店舗目以降は許可制となっている。
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○我が国のアジア向けサービス収支は拡大傾向。コンビニ・スーパーなどの小売業、子供向け教育
サービス、物流業等日系サービス企業のアジア展開が加速している。

○他方、アジアにはサービス業に対しては様々な形で出店規制や外資規制等参入障壁が残っている

国も多い。また、法令等規制の有無や運用における不透明さも大きな障害となっている。これら障壁

の撤廃・緩和や透明性向上を働きかけ、我が国サービス業の強みを活かした海外展開を支援して

いくことが重要。

（出典）通商白書２０１２

主要地域向けサービス収支の推移 アジア各国の主な小売業規制の現状

（出典）「アジア小売市場の今」（ジェトロ、2011年12月）

サービス産業の東アジア展開の推進



○一般的な産業分野での外資出資や従業員の国籍に関する規制を設けている国があり、海外進出の
足かせになる。

○外国政府が、突然規制を変更・強化することにより、日本企業の投資案件が停止に追い込まれる
ケースがある。

○外国政府から、ＩＴセキュリティー技術等の先端技術の開示を要求される。
○外国政府が、自国産部品の使用を義務づけることにより、日本から輸出する部品が使えない。

15

具体的な企業からの声

○急激な成長を遂げる東アジア各国の活力を我が国の成長に取り込んでいくためには、我が国か
ら東アジア地域への投資機会を拡大し、投資から生じる利益の確保に資する規律を求めていくこ
とが重要。

○具体的には以下の内容を求めていく。
－参入障壁の削減、外資参入規制の透明性強化

－許認可の恣意的な取消し、突然の規制強化の防止、自国企業との差別的な扱いの禁止
→ 投資環境の改善、予見可能性の向上

－現地人の雇用、技術移転の強要、技術ライセンス対価の制限等の政府による要求禁止
→ 自由な投資活動を確保

－投資家対国家の紛争解決手続きを規定
→ 協定上の義務の確実な義務履行

東アジアにおける投資規律の確保



16

日中韓ＦＴＡ



日中韓三カ国の世界経済における大きさ

17

日中韓三カ国は、全世界のＧＤＰの２０.５％、物品貿易の１９％を占める
。

日本
8.4%

中国
10.5%

韓国
1.6%

米国
21.7%

ＥＵ
25.2%

ASEAN
3.1%

その他
29.5%

世界のＧＤＰ（２０１１年）

【出所】IMF "World Economic Outlook Database April 2012"

日本
5.0%

中国
10.8%

韓国
3.2%

米国
11.1%

ＥＵ
35.2%

ASEAN
5.9%

その他
28.9%

世界の物品貿易（金額ベース、２０１１年）

【出所】UNdata "Monthly Bulletin of Statistics" (May 2012)
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日本からの輸出先
(2011年)

２０００年
全体51.7兆円

①アメリカ
（15.4兆円）

②ＥＵ
（8.4兆円）

③中国
（3.8兆円）

④韓国
（3.1兆円）

⑤台湾
（2.9兆円）

⑥香港
（2.8兆円）

２０１１年
65.5兆円

①中国
（12.9兆円）

②アメリカ
（10.0兆円）

③ＥＵ
（7.6兆円）

④韓国
（5.3兆円）

⑤台湾
（4.1兆円）

⑥香港
（3.4兆円）

約3.4倍

約1.7倍

上位輸出相手の推移
(2000年→2011年)

日本の輸出に占める中韓の割合は、３割に迫る（27.7％）。

欧米向けの輸出が減少するなかで、中韓向けは大幅に増加。

【出典】貿易統計(財務省)

日本の貿易に占める中韓の割合

中国
19.7%

アメリカ
15.3%

アセアン
14.9%

ＥＵ
11.6%

韓国
8.1%

台湾
6.2%

香港
5.2%

豪州
2.2%

ロシア
1.4%

インド
1.3%

メキシコ
1.2%

カナダ
1.1%

ブラジル
0.8%

その他
11.0%



物品貿易① 中国

品目 関税率 輸出額(億円)

液晶デバイス 5~12% 4,005

ギヤボックス 6~10% 3,779

乗用車
(1500～3000cc)

25% 3,619

工作機械
(金属加工用マシニングセンタ)

9.7% 2,332

乗用車(3000cc超) 25% 2,133

建設機械 8% 1,577

石油、歴青油 6~9% 1,479

パラキシレン 2% 1,470

化学品・調製品 6.5~9% 1,413

陰極銅 2% 1,409

日本から中国への輸出品目(2011年) 中国への輸出が多い有税品目(2011年)

一般機械、化学製品、自動車など約7割が有税品目。中国への輸出のう
ち、７割以上が有税品目。

無税

29.3%

有税

70.5%

不明

0.1%

電気機械

18.0%

一般機械

7.7%

精密機械1.1%

その他無税品

2.6%

精密機械

7.5%

その他

有税品

2.1%

化学工業製品

15.4%

一般機械

16.0%

繊維衣料製品

2.1%

電気機械

6.6%

土石窯業1.1%

卑金属製品

(除く鉄鋼) 3.7%

石油・燃料1.2%

自動車

8.6%

鉄鋼及び鉄鋼

製品 6.1%

貿易データ：GTA(8桁ベース)（2011年）
関税データ：WTO-IDB （2008年）
中国の日本からの輸入データを使用

日本→中国
（2011年）
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物品貿易② 韓国

品目 関税率 輸出額(億円)

シート、フィルム 6.5% 1,443

化学品・調製品 5~6.5% 1,210

板ガラス 8% 1,061

偏光材料製のシート・板 8% 949

石油、歴青油等 5~8% 729

フラットパネル・ディス
プレイの製造機器

5~8% 718

パラキシレン 3% 652

ギヤボックス・同部品 8% 649

プラスチック板、シー
ト、フィルム等

4~6.5% 537

機械類 8% 438

韓国への輸出が多い有税品目(2011年)日本から韓国への輸出品目(2011年)

化学工業製品、一般機械、精密機械など約6割が有税品目。

無税

37.3%
有税

62.7%

鉄鋼及び

鉄鋼製品

15.5%

電気機械

8.7%

一般機械

6.2%

化学工業製品

3.7%

精密機械

1.3%その他

無税品

1.9%
化学工業製品

21.9%

一般機械

13.6%

精密機械

5.3%

電気機械

5.3%

土石窯業

3.5%

卑金属製品

(除く鉄鋼)
2.9%

石油・燃料2.7%

自動車 2.5%

鉄鋼及び鉄鋼

製品1.2%
その他有税品

2.3%
金属製品及
び身辺用細
貨類等

貿易データ：GTA(10桁ベース)（2011年）
関税データ：WTO-IDB （2011年）
韓国の日本からの輸入データを使用

日本→韓国
（2011年）
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物品貿易③ 日本

主な有税品目として、中国からは衣料や履物を、韓国からは石油や化学
製品、食料品を輸入している。

無税

73.7%

有税

26.3%

電気機械

24.1%

一般機械

16.9%

化学工業製品

9.5%
雑品

5.7%
鉄鋼及び

鉄鋼製品

3.4%

精密機械

3.2%

卑金属製品

(除く鉄鋼)

2.0%
自動車 1.9%

繊維衣料

製品

1.6%

土石窯業品

1.4%

農林産品

1.1%

木・紙製品

1.0%

石油・燃料

1.0%

その他 1.1%

繊維衣料製品

15.2%

皮革・履物

4.0%

農林産品3.1%

肉・水産加工品1.7% その他2.3%

無税

67.9%

有税

32.1%

電気機械

20.6%

鉄鋼及び

鉄鋼製品

12.1%

一般機械

9.5%

石油・燃料

8.6%精密機械

1.7%

その他

無税品

3.6%

化学工業

製品

4.4%

化学工業製品

8.1%

魚・甲殻類

2.0%農林産品

2.7%

繊維衣料製品1.8%

卑金属製品

(除く鉄鋼)
1.2%

石油・燃料

13.9%

自動車

1.4%

卑金属製品

（除く鉄鋼）

1.8%

その他有税品

1.9% 

金属製品及び
身辺用細貨類
等 4.7%

貿易データ：財務省貿易統計（2011年）
関税データ：実行関税率表（2011年4月）（GSP税率）
（関税割当等の内枠を有税とする）

中国→日本
（2011年）

韓国→日本
（2011年）



○関税の引き下げ・撤廃

鉄鋼、自動車、電気電子、石油化学等の関税引き下げ、輸出関税の引き下げ

○非関税障壁の解消

中古品の輸入規制の緩和、規格の標準化

○貿易円滑化

○貿易救済措置の規律強化

○サービス・投資の規制緩和

流通、通信、金融、建設、自動車、鉄鋼、造船業等への外資規制の撤廃・緩和

○原産地規則の簡素化・円滑化

○知的財産権の保護の強化

○環境分野における協力、規格・基準の標準化
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産業界の要望①
経団連「日中韓自由貿易協定の早期締結を求める」(2010年11月16日）

（前略）ASEAN+6を実現するためには、まず、同地域のGDPの7割以上を占める日中韓の間でFTAを締結し、貿易投資を活
性化することが前提となる。
とりわけ対中国市場アクセスの改善はわが国にとって重要課題である。日本の中国からの輸入1520億ドルのうち、７割が無
税であるのに対し、対中国輸出1490億ドルのうち、約７割に関税が賦課されている。また、サービス・投資分野でも参入制限
等が少なからず存在するため、日中韓FTAの実現による貿易投資の自由化が求められる。関税の撤廃により、製品がより
安価に市場に出回ることになり、消費者の選択肢が増え、域内の消費拡大が期待される。また、部品等の関税撤廃は、現地
での生産活性化に直結する。さらに、サービス・投資の自由化は企業進出を促し、現地の雇用を促進する。このほか、経済
界の期待の大きい知的財産権保護、環境問題への対応、資源・エネルギーの輸出制限の緩和、国際標準化、ビジネス環境
整備等についても日中韓FTAにおいて取極めるべきである。
（中略）2012年の早い時期に日中韓FTA交渉の立ち上げるよう求める。

経団連「アジア太平洋地域における経済統合の推進を求める」(2011年12月13日）



（１） 日中韓ＦＴＡ、ＡＳＥＡＮ＋６経済連携協定

アジア太平洋地域における貿易投資を活性化し、これをわが国の成長戦略に結び付けるため
には、ASEAN+6のGDPの7割以上を占める日中韓の間でFTAを締結することが大前提となる。本
年5月の日中韓首脳会談において、日中韓FTAの年内の交渉入りが合意されたことを歓迎すると
ともに、早期に第1回交渉を開催するよう求める。その際、「日中韓FTA産官学共同研究報告書」
(2011年12月)を十分に踏まえて交渉を推進すべきである。
また、日中韓FTAを核とし、ASEAN+6経済連携協定を実現することは、FTAAP構築の道筋にお
ける重要な要素である。今年の東アジア・サミットにおいて交渉入りに合意することを念頭に、経
済界の意見を十分に踏まえた対応が求められる。なお、ASEAN+6経済連携協定がTPPに見劣り
することのないよう、包括的で質の高いものを目指すことが重要である。
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産業界の要望②

（３）包括的経済連携と国内対策の一体的推進を
米国や欧州等と関係を強化し、今後も着実な拡大が見込まれるアジアの需要を取り込む観点
から、ＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＩＡ、日中韓ＦＴＡを一体的かつ集中的に推進する必要がある。

経団連「ＴＰＰを梃子とする経済連携の促進に向けて」 (2012年6月11日）

日商「『東日本大震災』の復旧・復興および超円高・空洞化対策に関する要望」

(2011年9月）



• 2003～09年 民間共同研究を実施。
• 2009年10月 日中韓サミットで産官学共同研究の立ち上げを議論。

日中韓経済貿易大臣会合において、10年上半期に共同研究を立ち上げる
ことで合意。

• 2010年５月 第１回産官学共同研究会合開催。以後、日中韓持ち回りで開催。
• 2011年12月 第７回産官学共同研究会合（韓国・平昌）にて共同研究が完了。
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ＦＴＡの意義・経済的利益

➢ 三国間の貿易投資を促進するのみならず，アジア太平洋地域における経済統合プロセ
スの進展にも寄与する。

➢ 域内の貿易投資の促進により，三カ国の新たな成長エンジンとなる。

➢ 貿易投資障壁を撤廃する一方で、交渉過程では各国のセンシティビティに対応するた
めの努力をすべき。

４つの指針的原則
➢ 包括的かつ高いレベルのＦＴＡを目指す
➢ ＷＴＯルールと整合的である
➢ バランスの取れた成果を目指す
➢ センシティブ分野に然るべく配慮しつつ建設的かつ積極的に交渉を行う

経 緯

共同研究報告書における提言

日中韓ＦＴＡ産官学共同研究
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第７章 全体結論・提言

日中韓ＦＴＡ共同研究報告書の項目



日中韓サミット共同宣言（2012年5月13日）（ＦＴＡ部分抜粋）

我々は、三国間のＦＴＡに関する共同研究の結論と提言を支持した。日中韓三
国間のＦＴＡは三か国の経済成長と繁栄に貢献することを認識し、我々はここに
日中韓ＦＴＡ交渉を年内に開始するとの貿易大臣からの提言に支持を与えた。そ
して、この目的を達成するため、三カ国は、国内手続や事務レベルの協議を含
む準備作業を直ちに開始することとする。

写真：内閣広報室

２０１２年１１月２０日（火曜日），第２１回ＡＳＥＡＮ関連首脳会議の機会に，陳徳銘（ちん・とくめい）中華人民共和
国商務部部長，枝野幸男経済産業大臣及び朴泰鎬（パク･テホ）大韓民国外交通商部通商交渉本部長は，カン
ボジアのプノンペンにおいて会合し，２０１２年５月１３日に北京で開催された第５回日中韓サミットにおける共同
宣言を受け，日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉開始を宣言した。三か国の大臣は，さらに，２０１３年の早期に
日中韓ＦＴＡの第１回交渉会合を開催することを決定した。

日中韓ＦＴＡの交渉開始合意
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日中韓ＦＴＡ交渉開始宣言（プレスリリース全文）（ 2012年11月20日）


